
 

 

いじめの定義･･･「当該児童生徒が、一定の人間関係にある者から、心理

的・物理的な影響（インターネットを通じて行われたものも含む）を受け

たことにより、心身の苦痛を感じているもの」 

  具体的ないじめの態様 

   ◇ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 
   ◇ 仲間はずれ、集団による無視をされる。 
   ◇ ぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 
   ◇ 金品をたかられる。金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 
   ◇ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。  

◇ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。 等 

  いじめは、「どの子どもにも、どの学校にも起こりうる」ということ 

 

  

 

 

 

 
 

 
  
  

 

 

 

 

重大事態とは 
・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財 
産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき 
・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を 
欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 

 
 

 

いじめとは 

いじめを許さない学校・学校づくり 

教職員の人権意識 いじめを許さない子ども

を育てる教育活動 

組織的･計画的取組 

重大事態への対処 

発生報告 調査組織の設置 調査方針の説明 調査の実施 結果の説明 

小さなこと、どんなことでも、ご相談を！ 

教 育 相 談 体 制 の 

充実活動 

定期的な研修の場の設定。 

いじめ防止対策推進法の内容の理解。 

スクールカウンセラー、ソーシャルワー

カーの活用。 

教職員のカウンセリング能力等の向上。 

生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在

と他人の存在を等しく認め、お互いの人

格を尊重し合える態度の育成。 

いじめ防止月間での取組。 

道徳教育の充実。自主的な生徒会活動。 

計画的に行う定期的教育相談の実施。 

相談しやすい教育環境づくり。 

保護者・地域との連携。 

人間関係の醸成。 

日々の生徒の日記の確認。 

毎週１回の生活調査 

業間・休み時間の日常的な生徒観察。 

生徒の情報を共有する生徒指導会議 

いじめ対策会議 

   地域 
ＰＴＡ 
学校運営協議会 
地域協育ネット 

 関係機関 
警察 
児童相談所 

 学 校 
＜生徒指導委員会＞ 
・校長 
・教頭 
・生徒指導主任 
・養護教諭 
・各担任 
＜いじめ対策委員会＞ 

・生徒指導委員会 
・SC 
・ 

市教育委員会 

 専門家 
弁護士・医師 
民生委員 
主任児童委員 
人権擁護委員 
少年安全サポーター 

組 織 図 


